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燃焼ｶﾞｽ温度及び一酸化炭素濃度に関する測定は連続測定を実施しています。
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ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰとは廃熱ﾎﾞｲﾗと同様に水との熱交換による熱回収設備であり、排ｶﾞｽの冷却設備を兼ねています。また、回収された
熱(水蒸気)は工場内の熱源として有効利用しています。
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維持管理計画については、本施設が法改正(平成9年)以前に許可を受けており、当時は計画の策定及び関係機関への提出義務
がなかったことから、公表は対象外としています。
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測定位置については焼却炉略図をご参照下さい。
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産業廃棄物処理施設の維持管理記録【２０２６．５月度】
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施設の種類

廃油廃水焼却施設（UN-5337）

廃油の焼却施設「法施行令第7条第5号ｲに該当する」
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産業廃棄物の焼却施設「法施行令第7条第13の2号ｲに該当する」
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維持管理計画については、本施設が法改正(平成9年)以前に許可を受けており、当時は計画の策定及び関係機関への提出義務
がなかったことから、公表は対象外としています。
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燃焼ｶﾞｽ温度及び一酸化炭素濃度に関する測定は連続測定を実施しています。
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ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰとは廃熱ﾎﾞｲﾗと同様に水との熱交換による熱回収設備であり、排ｶﾞｽの冷却設備を兼ねています。また、回収された
熱(水蒸気)は工場内の熱源として有効利用しています。
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